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高
騰
で
献
立
内
容
や
分
量
の
変
更

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
が
、
本

市
の
状
況
は
ど
う
か
。
ま
た
、
食

材
の
物
価
高
騰
が
進
ん
だ
場
合
に

お
い
て
も
、
本
市
の
学
校
給
食
に

お
い
て
は
子
供
た
ち
の
栄
養
確
保

を
最
優
先
に
す
る
べ
き
と
考
え
る
。

所
見
を
問
う
。

B
　
米
価
の
高
騰
か
ら
、
近
隣
自

治
体
で
は
麺
類
の
提
供
回
数
の
増

加
、
米
と
麦
の
比
率
を
調
整
す
る

こ
と
で
単
価
を
抑
制
す
る
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る

が
、
本
市
で
は
仕
入
先
と
相
談
し

な
が
ら
、
可
能
な
範
囲
の
経
費
抑

制
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
調
整
は

行
っ
て
い
な
い
。
今
後
に
お
い
て

も
、
本
市
の
学
校
給
食
事
業
に
お

い
て
は
、
子
供
た
ち
の
健
や
か
な

成
長
に
必
要
な
摂
取
栄
養
価
を
確

保
す
る
こ
と
や
、
食
事
の
重
要
性

を
学
ぶ
こ
と
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

こ
れ
ま
で
ど
お
り
質
や
量
を
落
と

す
こ
と
な
く
、
地
産
地
消
を
推
進

し
て
い
き
た
い
。

A
　
重
点
支
援
地
方
交
付
金
の
本

市
へ
の
財
政
的
影
響
や
規
模
感
を

問
う
。

B
　
令
和
７
年
度
補
正
予
算
に
お

い
て
、
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援

地
方
創
生
臨
時
交
付
金
と
し
て
２

兆
円
が
追
加
計
上
さ
れ
て
お
り
、

地
方
自
治
体
の
創
意
工
夫
に
基
づ

き
、
地
域
の
ニ
ー
ズ
に
応
じ
た
柔

軟
な
事
業
実
施
が
可
能
で
あ
り
、

物
価
高
騰
対
策
を
機
動
的
か
つ
強

力
に
実
施
す
る
た
め
の
有
効
な
財

源
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

　
現
時
点
で
は
、
今
回
の
補
正
予

算
に
お
け
る
本
市
へ
の
配
分
額
は

不
明
で
あ
る
が
、
令
和
６
年
度
補

正
予
算
に
お
い
て
配
分
さ
れ
た
交

付
限
度
額
の
お
お
む
ね
３
３
０
％

以
上
と
な
る
見
込
み
と
な
っ
て
お

り
、
本
年
度
に
つ
い
て
は
、
概
算

で
２
億
６
５
０
０
万
円
程
度
に
な

る
と
考
え
て
い
る
。

A
　
今
国
会
で
示
さ
れ
た
経
済
対

策
、
食
料
品
物
価
高
騰
に
対
す
る

特
別
加
算
の
市
民
へ
の
還
元
方
法

は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か

問
う
。

B
　
物
価
高
騰
対
策
は
、
市
民
や

市
内
事
業
者
の
皆
様
に
と
っ
て
、

喫
緊
か
つ
非
常
に
重
要
な
問
題
で

あ
る
。
そ
の
支
援
策
の
候
補
の
一

つ
と
し
て
、
令
和
４
年
度
に
実
施

し
た
地
域
振
興
券
事
業
を
考
え
て

い
る
。

A
　
地
域
振
興
券
の
一
人
当
た
り

の
額
面
と
内
容
に
つ
い
て
問
う
。

B
　
令
和
４
年
度
に
実
施
し
た
振

興
券
の
内
容
で
、
報
道
さ
れ
て
い

る
金
額
か
ら
逆
算
す
る
と
額
面
は
、

１
万
円
程
度
の
振
興
券
に
な
る
と

考
え
て
い
る
。

A
　
本
市
の
小
中
学
校
に
お
け
る

不
登
校
児
童
生
徒
の
人
数
の
推
移

と
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
授
業
参
加

や
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
学
習
支
援
を
希
望
し

て
い
る
家
庭
へ
の
対
応
、
ま
た
、

実
際
に
オ
ン
ラ
イ
ン
に
参
加
で
き

て
い
る
児
童
生
徒
の
実
態
に
つ
い

て
問
う
。

B
　
不
登
校
児
童
生
徒
の
生
徒
数

の
推
移
は
、
令
和
４
年
度
は
小
学

生
が
６
名
、
中
学
生
が
１８
名
、
計

２４
名
。
令
和
５
年
度
は
小
学
生
が

１０
名
、
中
学
生
が
１８
名
、
計
２８
名
。

令
和
６
年
度
は
小
学
生
が
１０
名
、

中
学
生
が
１５
名
、
計
２５
名
と
な
っ

て
い
る
。

　
ま
た
最
近
は
、
不
登
校
児
童
生

徒
以
外
に
も
、
病
気
や
家
庭
の
事

情
な
ど
様
々
な
理
由
に
よ
り
欠
席

す
る
児
童
生
徒
は
年
々
増
え
て
い

る
。

　
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
を
希
望
す
る

場
合
は
、
１
人
１
台
の
端
末
を
使

用
し
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
通
常
の
授

業
や
、
学
習
が
家
庭
や
別
室
等
で

受
け
る
こ
と
が
で
き
、
学
習
保
障

に
お
い
て
、
非
常
に
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
お
り
、
現
在
、
希
望

が
あ
っ
た
５
名
の
児
童
生
徒
が
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
を
活
用
し
て
い
る
。

　
集
団
授
業
に
抵
抗
が
あ
る
児
童

生
徒
に
と
っ
て
、
心
理
的
に
安
心

で
き
る
環
境
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き

る
た
め
、
学
習
の
保
障
と
合
わ
せ

て
効
果
的
な
取
り
組
み
と
な
っ
て

お
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
等
を
活

用
し
た
５
名
の
生
徒
に
つ
い
て
は
、

全
員
出
席
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。

A
　
内
容
と
現
状
、
条
例
制
定
の

取
り
組
み
を
問
う
。

B
　
平
成
１７
年
に
犯
罪
被
害
者
等

基
本
法
が
施
行
さ
れ
、
同
法
に
沿
っ

た
支
援
活
動
が
全
国
に
広
ま
っ
た
。

県
に
お
い
て
も
、
高
知
県
犯
罪
被

害
者
等
支
援
条
例
が
策
定
さ
れ
、

総
合
的
な
支
援
が
推
進
さ
れ
て
い

る
。
市
町
村
が
策
定
す
る
犯
罪
被

害
者
等
支
援
条
例
は
、
基
本
理
念

を
定
め
、
市
の
責
務
や
市
民
、
事

業
者
等
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る

と
と
も
に
、
犯
罪
被
害
者
等
支
援

の
た
め
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定

め
、
犯
罪
被
害
に
遭
わ
れ
た
方
々

が
、
一
日
も
早
く
平
穏
な
生
活
を

取
り
戻
さ
れ
る
よ
う
、
地
域
全
体

で
支
え
る
た
め
に
必
要
な
施
策
と

支
援
の
充
実
を
図
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
制
定
す
る
。

　
犯
罪
被
害
者
等
の
問
題
を
人
権

課
題
の
一
つ
と
し
て
、
総
合
的
窓

口
を
人
権
推
進
課
に
設
置
し
、
相

国
の
経
済
対
策（
重
点

支
援
地
方
交
付
金
）の

活
用
に
つ
い
て

不
登
校
児
童
生
徒
の
オ
ン

ラ
イ
ン
授
業
に
よ
る
授
業

参
加
扱
い
に
つ
い
て

犯
罪
被
害
者
等
支
援
条

例
に
つ
い
て


